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（議事録） 

 

賃金指導官    ただいまより令和６年度第１回埼玉県最低賃金専門部会を開催させ

ていただきます。 

 部会長が選出されるまでの間は事務局が進行を務めます。令和６年

７月１日に開催された第１回審議会において、埼玉労働局長から埼玉

県最低賃金の改正諮問をいたしました。これに伴い、埼玉県最低賃金

専門部会が設置されることとなり、各団体からの推薦等を受け、委員

の任命をいたしました。 

 なお、専門部会委員は公労使それぞれ３名でございますが、専門部

会の委員に含まれない本審委員にも、オブザーバーとして御出席をお

願いしております。 

 本日の出席委員は、公益委員が３名、労働者委員が３名、使用者側

委員が２名の合計８名です。 

 よって、委員の３分の２以上が出席という、埼玉最低賃金審議会令

第６条第６項に基づいて準用する同法第５条第２項において規定され

る定足数を満たしており、本会が有効に成立していることをご報告い

たします。 

 また、埼玉県最低賃金専門部会運営規程第６条第１項により、会議

及び議事録は原則公開とされています。現在、傍聴者は３名です。 

 続いて、専門部会委員の方々を御紹介させていただきます。 公益

代表委員が鈴木委員、土屋委員、福田委員、労働者代表委員が近藤委

員、迫委員、髙橋委員、使用者代表委員が嶋田委員、廣澤委員、藤本

委員です。 

 議事に先立ちまして、埼玉労働局労働基準部長、稲葉より御挨拶を

申し上げます。稲葉部長、よろしくお願いいたします。 

 

労働基準部長   改めまして、基準部長の稲葉でございます。皆様、お疲れさまでご

ざいます。 

 今、冒頭の説明と重複するところはあるかもしれませんけれども、

７月１日に埼玉労働局長から埼玉県最低賃金の改正諮問を受けて、本

日、この最低賃金専門部会を設置することとなりました。各団体から

推薦を受けまして、専門部会委員を任命いたしました。委員になられ

た皆様方には、あらかじめ机の上に任命通知書を置いてありますので、

御確認のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それから、この専門部会委員は、公労使各３名ずつとなっておりま

す。埼玉地方最低賃金審議会では、専門部会委員以外の本審委員もオ

ブザーバー参加ということで、専門家にも御出席していただいており

ます。オブザーバーの方は採決には加わることはできませんけれども、

部会長の判断により意見を述べていただく場合があることを御承知お



 

 2 

きいただきたいと思います。 

 それから、埼玉では、この専門部会委員以外の本審委員がオブザー

バーとして専門部会に出席していただいているということが、恐らく

長らく続いている全会一致での結審に大いに関係しているものと思っ

ております。 

 これから非常にタイトなスケジュールでの調査審議になるかもしれ

ませんが、公労使の皆様方には、十分な議論を尽くしていただきます

よう切にお願い申し上げまして、開催に当たっての冒頭の御挨拶とさ

せていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

賃金指導官     

 議題１は、部会長及び部会長代理の選出です。部会長及び部会長代

理につきましては、最低賃金法第２５条第４項に基づいて準用する同

法第２４条において、「公益を代表する委員のうちから委員が選挙する」

と規定されています。この会議に先立って、公益委員の皆様でご協議

をいただいたところ、部会長には土屋委員、部会長代理には福田委員

が推薦されました。労使の方々、公益代表委員の皆様による推薦のと

おりでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

賃金指導官    部会長に土屋委員、部会長代理に福田委員が選出されました。土屋

部会長からご挨拶をお願いします。 

 

土屋部会長    ただいま部会長に選出いただきました土屋です。昨年度に引き続い

て部会長を務めます。よろしくお願いいたします。 

 先ほど基準部長からもお話がありましたけれども、この間、この審

議会では全会一致での結審が続いてきておりまして、できましたら今

年度につきましても、公労使それぞれの立場からの真摯な審議、協議

を通して、最終的に結論が全会一致で得られればと思っております。

そのように私としても議事進行等に努めてまいりますので、皆様方の

御協力、ぜひよろしくお願いできればと思います。 

 

賃金指導官    それでは、以降の議事進行につきましては、部会長にお願いします。 

 

土屋部会長    それでは、会議を進めます。まず、事務局から審議資料について説

明をお願いいたします。 

 

賃金室長      資料１は部会委員の名簿です。 
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 資料２は地域別最低賃金改定の目安の答申書、これは先ほど開催し

た第２回本審でお配りした資料２と同一のものです。 

 資料３は、埼玉県最低賃金の改正に関して関係労使からの意見を募

集したのに対して、５つの団体から提出された意見書の写しです。 

 資料４は、令和６年度最低賃金に関する基礎調査の埼玉県分の結果

です。 

 資料５と資料６は財務省関東財務局によるもので、資料５は令和

６年４月から６月期の法人企業景気予測調査の結果、資料６は埼玉県

分の経済情勢報告です。 

 資料７は、埼玉県四半期動向調査の令和６年１月から３月期のもの

です。この中に、最低賃金の引上げに関することを含む特別調査の結

果が掲載されております。 

 資料８は２０２４年版中小企業白書の概要、資料９は日本銀行によ

る２０２４年７月分の地域経済報告です。また、これと併せて別冊シ

リーズとして、「地域の中堅・中小企業における賃金動向」が公表され

ておりましたので、これを資料９－２としております。 

 資料１０は、埼玉県労働組合連合会から、「最低賃金を１,５００円

以上に引き上げ、実効性のある中小企業支援を求める要請書」という

署名を頂いております。署名は４万１,０２０筆ということで、その内

容は次の２ページ目のとおりでございます。提出された署名を、この

会場内に並べております。 

 参考資料１は、連合が公表した２０２４春闘の回答集計結果の最終

版です。 

 参考資料２、中央最低賃金審議会の目安小委員会の資料の中に

２０２３年１０月以降における消費者物価指数の対前年同月上昇率の

推移に関する資料がありましたが、これにさいたま市のデータを加え

たものを参考資料２として出しております。 

 資料は以上でございます。 

 

土屋部会長    ありがとうございました。 

 資料につきまして、皆様方で今の段階で何か確認したいこととかが

ありましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、議題２に移りたいと思います。議題２は、令和６年度地

域別最低賃金改定の目安の伝達ですが、事務局から説明をお願いいた

します。なお、この議題について本審と重なる内容の説明のところは

省略していただいて結構です。 

 

賃金室長     目安の内容については、先ほど第２回本審で説明したとおりであり

ますので、省略いたします。なお、昨年と同様に、中央最低賃金審議
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会会長のビデオメッセージがあるとのことです。ビデオメッセージは

厚生労働本省からファイルが提供され次第、皆様に御覧いただく予定

です。 

 

土屋部会長    ビデオメッセージは、次回の審議会のときに観られるのですか。 

 

賃金室長     間に合えば、次回御覧いただきます。 

 

土屋部会長    分かりました。次回以降にビデオメッセージを視聴するということ

ですね。 

 議題２は目安の伝達ということで、この議題の内容は先ほどの本審

で詳しく説明されたことではあるのですが、冒頭に何か、皆様方から

ありましたら。 

 

土屋部会長    よろしいでしょうか。 

 それでは、議題２は以上とさせていただきまして、議題３に移りた

いと思います。議題３は、公示に基づく関係労使の意見陳述について

です。事務局から説明をお願いいたします。 

 

賃金指導官    令和６年７月１日から２２日にかけて、最低賃金の改正決定に係る

関係労使の意見聴取について公示を行いました。労働者側から５件の

意見書の提出がありました。このうち、希望のあった４団体に意見陳

述をお願いしております。 

 本日は、埼玉県労働組合連合会及び埼玉県医療介護労働組合連合会

から、陳述人の方に御出席をいただいています。 

  

 

土屋部会長    それでは、意見陳述を許可いたします。時間の関係もありますので、

これは例年と同じですけれども、陳述時間につきましては１団体

１０分ということで、その目安でお願いできればと思います。 

 それでは、まず、埼玉県労働組合連合会様からお願いいたします。 

 

埼玉県労働組合連合会 おはようございます。ただいま御紹介をいただきました埼玉県

労働組合連合会、略称埼労連と言っておりますが、埼労連で専従の幹

事をしています加藤といいます。最低賃金関係を担当していますので、

本日、代表して陳述させていただきます。 

 資料としては、先ほど説明のあった埼労連からの意見書を御覧いた

だければと思っております。私どもから今審議会に対して御意見を申

し上げる最大の要因は、やはり最低賃金を大幅に引き上げてほしいと。

政府のほうでは、２０３０年代半ばまでに１,５００円という「グラン
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ドデザイン及び実行計画２０２４」が出ていますが、これでは遅いと

いうふうに思っています。３０年代半ばと言えば、ぶっちゃければあ

と１０年かかるわけで、１０年かけて１,５００円ではとても国際水準

のスピードに追いつけないという点では、本当に早期に１,５００円の

水準にということを求めていきたいと思っています。 

 意見書では、小さな括弧で４点にわたって書いてあります。１）に

ついては、先ほど審議の中でもありました物価高騰の関係であります

が、この物価高騰がずっと高止まりしているという状況の中で、今春

闘期の、先ほど報告もありました。実は埼労連でも、上部団体の全労

連、全国的にはかなり高水準で春闘がほぼ決着していますが、そうい

った状況を受けてなお、毎月勤労統計の推移でいくと、相変わらず実

質賃金がマイナス基調のまま、今、正式に出ているのは２６か月連続

ですか、２年以上にわたってマイナス基調と。言ってみれば昨年の春

闘、昨年の最低賃金の引上げ、今年の春闘という、この賃金改定を受

けてなおマイナスだと。要は、物価の高騰に全く追いつけていないと

いうのが正直な実態かと思っております。 

 実は私どもは今年の春闘期に、最低賃金の再改定を求める団体署名

を提出させていただいていますが、残念ながら再改定の議論が行われ

なかったので、であるならば今回の最低賃金の審議会の中で、この間、

物価に追いつけていないマイナス分を取り返すだけの引上げが必要か

と思っているところでございます。 

 ２）は都道府県ごとの最低賃金の格差是正についてです。私の記憶

では、昨年の審議会の中で公労使の皆様、委員の方たちの中でも東京

との格差については是正する必要性があるという認識は示されたかと

思っています。ただし、昨年の段階だと「今年ではない」という結論

だったと思いますので、あれから１年経過しましたから、であるなら

ば、今年こそ東京との格差を少しでも縮めていくスタートかなと思っ

ています。特に今年は、先ほど報告のあった目安について、Ａ、Ｂ、

Ｃ全てのランク、統一で５０円という数字が出ましたので、東京との

格差を進める上での議論の中で、そこはプラスに働くのではないかと。 

 昨年の各都道府県の答申等を見れば、恐らく今年の答申の中で、少

なくとも今、単独で一番低くなってしまっている岩手県なんかは、間

違いなくプラスを出してくるはずです。そうやって考えたときには、

ほかの県でも比較的プラスの水準を出しやすい状況と言うのも変です

けれども、今年はそういう位置にもあるかと思っていますので、今現

在８５円ある東京との格差を少しでも縮める、そういった積極的な御

議論をぜひお願いしたいと思っているところでございます。 

 ３）は景気対策という点での最低賃金の位置づけでありますが、Ｇ

ＤＰの中で一番大きな割合を占めるのは消費者物価でありますので、

消費者物価を高めていくためには、やはり賃金が上がらないと買い控
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えは変わらないかなと思っているところです。結果としては、国内経

済を高めていくためには、消費者物価を高めるための賃金の引上げが

必要だと思っていますので、ここについては、中小企業等の厳しい実

態というのを一定理解はしていますし、実際にこの間、県内の商工会

や商工会議所、それぞれ自治体にあるところなんかとは幾つか懇談も

させていただいていますので、厳しい実態は重々理解していますが、

同時に、それぞれの商工会、商工会議所の専務理事さんや事務局長さ

んたちが認識として口にされたのは、やはり賃金の引上げが必要だと

いうことは皆さん一様に言われていました。 

 どうやって賃金引上げに資するだけの中小企業の支援をしていくか

ということは大切かと思いますが、最低賃金が憲法２５条に基づく労

働者の生活改善が大前提である法律ということを鑑みれば、ここは景

気の厳しさとか、中小企業の実態は厳しい部分があるんですけれども、

それを何年も労働者に負担を強いるものではないとも考えております

ので、ぜひ今年はそういった視点において、積極的な引上げ答申をし

ていただきたい。 

 ４）は昨年から特に重視して追加している点ですが、ジェンダー平

等の視点になります。ジェンダーギャップ指数、今回の公表で言うと

１１８位ということで、去年より若干順位としては上がったのかな、

七、八番ぐらい上がったような推移でありますが、その理由は今の岸

田内閣の中に女性閣僚が増えたということが主な原因で、経済指標で

言うと決して好転はしていないということがあります。そもそもＧＤ

Ｐが４位という、先進国の一つに数えられる日本が、ジェンダーギャ

ップ指数が１５６か国中１１８位と。当然、Ｇ７の中では断トツの最

下位ですし、東アジア圏を入れても最下位、韓国や中国にも負けてい

ますので、ここを改善するためにも、日本の最低賃金に影響を受ける

非正規労働者の多くは女性や若年層、若者でありますので、やはりこ

この改善が、ジェンダーギャップ指数を改定していくためにも急務か

なと思っているところです。そういう点でも、今年の大幅な賃上げに

ついては改めて強く求めていきたいと思っています。 

 大きな２番、３番については毎年載せていただいていますが、最低

賃金は今、時間額だけの表記ですけれども、多様な働き方の中で、日

額で雇うところとか、月額給も今は最低賃金に影響を受けるようなと

ころも出てきていますので、全て基準となる数字を示したほうが、毎

年公表される最低賃金未満率、影響率のところでも、最低賃金違反の

事業所の大半は、最低賃金を月額に計算し直したときに細かい数字が

なかなか分かりにくいということで、そういったことが原因かと思い

ますから、ぜひ日額及び月額、以前は出ていましたので、これを復活

してほしいと思っております。審議会運営については民主主義をとい

うことで、今、埼玉はほぼ全て公開にされていますから、そこの点は
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非常に評価いたしますが、残念ながらまだまだ、委員の選出等々につ

いては本当に民主的かという点で言うと疑問符が残りますので、ここ

は引き続きお願いしたい。 

 その後についている参考資料については、今年春に行った埼労連の

春の時給調査であります。埼玉は相変わらず民間の時給水準はかなり

高い水準を示していまして、全産業平均で１,２００円です。最も低い

卸売小売業でも東京の最賃を超える平均額にはなっていますので、

１,１２０円です。要は埼玉県が実質は東京の最低賃金にほぼ影響を受

けて、その水準で募集しないと人が来ないという裏づけかなと思って

います。ちなみに今年の７月１日の第１回審議会の中で報告された埼

玉県の深刻な人手不足の一因は、東京との最低賃金の格差だろうと。

新座の商工会と懇談したときに、あそこは小平市と隣接しているので

すが、事務局長さんは、東京のほうに人手がいっぱい取られていると

いう実直な認識を示しておりました。これはひとえに東京との最低賃

金の格差が影響するものでありますので、ぜひ今年の審議の中で、特

段、この東京との格差をいかに縮めていくかという議論は積極的に行

っていただきたいと思っているところでございます。 

 参考資料のほうの時給データについては、今回はそんなにたくさん

は出していませんが、最後のページに、例えばセブン－イレブンなん

かのコンビニの募集とか、外食産業の全国チェーンの募集について出

してありますけれども、やはり高い水準には出ています。コンビニは

どうしても低いですけれども、このコンビニエンスが卸売・小売全体

を引き下げる要因になっているのですが、それでも埼玉よりは一定高

い水準での募集が出ていますので、そういった実態も鑑みて、今年は

ぜひ東京との格差を縮める大胆な賃上げの提案をしていただきたいと

いうふうに、強く要望したいと思っております。 

 私からの陳述は以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

土屋部会長    ありがとうございました。 

 それでは、今の意見陳述につきまして、委員の皆様から御質問等が

ありましたらお願いいたします。 

 

近藤委員     まず、御説明ありがとうございました。先ほど御説明の中で、今年

は全労連の中でも春闘が高水準で決着がついたという御報告がありま

した。連合としても今年で言うと、昨年度比で１.５ポイントぐらいの

改善という形で決着がついておりまして、昨年度比でどれぐらい上が

ったかという数字、覚えている範囲で大丈夫ですので、もし御報告で

きるものがありましたら。 

 

埼玉県労働組合連合会 全労連側としても、春闘期の状況は昨年比で比べるとおよそ
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１％強上がっています。ただし、医療介護分野が今回、国のほうの公

定価格の改定等が遅れた関係もあって、実はいまだに決着していない

ところも多々ありますから、そこが最終的に出れば最終結果が出るん

ですけれども、今現在出ている製造業を中心とする部分で言えば、昨

年比ではそれなりに高い数字が出ているのは事実であります。 

 

近藤委員     ありがとうございます。 

 

土屋部会長    ほかの方からはいかがでしょうか。 

 

迫委員      御説明ありがとうございました。私からは格差是正について意見で

す。全労連様と考え方は一緒で、やはり格差を縮めていかないと、埼

玉県にいる有能な人材が東京へ流れてしまうという考え方については、

方向性は一緒かなと思っております。その辺も含めまして、今後、議

論していきたいと思います。 

 意見でした。以上です。 

 

土屋部会長    ほかにはいかがでしょうか。 

ちょっと私からですけれども、埼労連さんは生計費の実態調査とい

うのを、以前やられていて、その調査結果も資料にあったような記憶

もあるのですが、最近、コロナ禍になってからそういうことをやられ

なくなったのでしょうか。今回の目安の報告にも、最賃近傍で働いて

いらっしゃる方々は特に物価上昇の影響を大きく受けて、生活に困難

な状況が増えているというようなこともありましたけれども、生計費

というか、生活の実態については、最近は調査とかをされていますか。

その結果がもし分かりましたら、簡単にでも結構ですので、お話しい

ただければと思ったのですが。 

 

埼玉県労働組合連合会 埼労連のほうで最低生計費調査を行ったのは、前回２０１６年、

１７年に公表させていただいて、たしか１７年のときの審議会資料に

は調査結果もつけさせていただいています。実は８年ぶりに、今ちょ

うど最低生計費調査に取り組んでいるところで、物価が前回に比べる

とかなり高騰していますので、今の物価高騰下で結果がどれぐらいに

なるかというのは、若年単身者、いわゆる独り暮らしの方のデータが

出るのが、最低賃金が改定される１０月中旬ぐらいを予定しています。

今回の審議に間には合わないのですが、ただ、２０１６年に行った調

査の段階で、さいたま市で普通に家を借りて１人で生活していくのに

必要な金額は、既に時給換算すると１,５００円で出ていますので、そ

こから見ても今の最低賃金はまだ水準として届いていませんから、今

回、仮にそこよりもさらに高い水準が出たときにはとても追いつかな
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いだろうと。総務省からは、人事院の勧告なんかに活用される標準生

計費なるものが出てますが、あの標準生計費でどうやって独り暮らし

をするんだという私が素朴な疑問を持つような数字しか出ないので、

そこをしっかりと、裏づけとしてそうじゃないというのを理論的に証

明していくためにも、今回、調査に取り組ませていただいています。

なので、来年の審議会には、より細かいデータも全部出せるかと思い

ます。 

 

土屋部会長    承知しました。ほかに皆様からありましたら。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、どうも意見陳述ありがとうございました。 

 

埼玉県労働組合連合会 どうもありがとうございました。 

 

土屋部会長    続きまして、埼玉県医療介護労働組合連合会様から、同じく１０分

程度を目安にということで、意見陳述をお願いできればと思います。 

 

埼玉県医療介護労働組合連合会 埼玉県医療介護労働組合の専従で、書記次長をやって

います清宮と申します。本日はお時間をいただき、ありがとうござい

ます。 

 また、意見陳述書のデータを見ていただければと思います。特に医

療介護の分野は、昨年も基本的なところを訴えさせていただいたのは、

やはり格差問題、特に一般の業種との比較です。医師を除くと、コ・

メディカルと言われている国家資格を持っている職員ですけれども、

なかなかそういう点では、産業別で比較しても、全産業で比較しても

ごく低い状態。特に看護師なんかについては、我々はよく比較をする

のですが、教職員ですね。やはり同じ免許持っているところを基準に

しても、大体、平均でも１１万円以上低い状態になる。結果的に一般

的な感覚として、収入が高いと認識されているのは、夜勤をやってい

る夜勤手当等が入っているのをある意味で水準に出されているのがあ

って、その辺から言うと、普通の労働時間といいますか、夜勤のない

看護師であれば、そういう点ではまだまだ低いという現状があります。 

 さらに全産業平均でも７万円以上差があるということで、我々の産

別の日本医労連全体としても、苛酷な労働をしている医療分野の職員

の引上げを強く訴えているところなのですが、さらに私たちのところ

は介護も改めて組織を合わせて、日本医労連としてもやり始めた中で、

介護保険制度が発足した当時から、介護報酬制度の低さがもともとあ

って、なかなか処遇が低い状態でずっと推移してきました。ここ近年

に処遇改善加算という名目で政府も、特に介護報酬の中に入れ込むと

いうことをしていますが、それでも足りたのかと言ったら、残念なが
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ら、我々の認識としては至っていないし、不足していると思います。 

 それで、特に最低賃金との絡みがあるわけです。後で説明させてい

ただきますけれども、地域別の差もあるのと同時に、同じ資格職であ

りながらも低い状態ですし、特に介護分野においては、最低賃金に張

りついている労働者が圧倒的に多い。私の出身の医療生協なんですけ

れども、やはり募集の最初のスタート時点は埼玉県の最低賃金なんで

す。そこから始めて出発する。だからある意味では、ここは近年は大

きく上がっていますけれども、もともと最賃に張りついたような低い

状態であったのが介護事業分野では多いですし、特に非正規職員が圧

倒的に多いということも、その影響を直接受けているのではないかと

思っています。 

 コロナ禍が４年以上も続いている中で、残念ながら今また新しい型

のクラスター等も発生していて、政府が５類に指定した段階で助成金

も一挙になくなって、コロナを受け入れている病院や医療機関は、あ

る意味ではまた厳しい状態に陥っているし、特に介護分野については、

クラスターが発生すれば一挙にそこに入所ができなくなりますから、

大幅に介護収入が落ちてしまうということで、経営的には非常に厳し

くて、倒産件数が増えていたり、あと大手に合併・吸収されたりして、

特に地方での介護事業というのは、ある意味では危機的な状態になっ

ているのではないかと我々も危惧しているところです。 

 そういう中で引き上げるための訴えもさせていただいているのです

が、今年度、その改善の一つにはなるかと思いますけれども、医療分

野でのベースアップ加算と言われるものが厚労省のほうで示されて、

６月改定という非常に中途半端な時期ではあるのですが、ベースアッ

プをする。そういう点ではお金が支給される、診療報酬の中から出す

ということで決まっていました。ところが、６月の改定ということも

あって、申請自体が医療機関やそういったのが遅れたのと同時に、我々、

労働組合からすれば４月は春闘ですから、その時点でベースアップ加

算が幾らになるのかとか、どういうときに申請すればきちっとそれが

できるのかということがもう全部ずれ込んでしまいまして、特に公的

な病院、日赤とかＪＣＨＯはもう回答が出ているんですけれども、い

まだに特に我々、圧倒的に多い民間の賃上げが大幅に遅れている。回

答が今やっとぱらぱら出てきていますが、しかもその中身が、時間の

関係があって細かくは言えません、お話はできないですけれども、診

療所と病院の境界では違うわけです。 

 だから収入が当然変わりますので、同じ法人で働いていても診療所

の職員と病院で働く職員は、同じ職種であっても手当が違うというか、

その金額が違うということになってしまって、ある意味ではベースア

ップなんですけれども、基本給部分の本来のベースアップに入れられ

なくて、結局、手当で処理しているという、経営側といいますか、給
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与を算定する側はそういう回答が圧倒的に増えています。だから、手

当で支給しているという現状があるわけです。差をつけるという意味

から言うと、手当しかできないということもあります。 

 そういう点では、それを引きずっていていまだにまだ決着ができて

いないのと、あと、私の出身の医療生協も８月にずれ込んで、多分、

そのときにけりはつけられると思うんですけれども、そういう状態に

なっていて、特に労働組合としては非常に混乱や、ある意味では春闘

が混乱に陥って、回答自体がそろわないという非常に厳しい状態だっ

たということは、上がったことは我々の運動の評価であるというのは

あるんですけれども、中身は、全く問題がある中身だということを訴

えさせていただきたいと思います。 

 それで、やはりそういう状況の中で厳しくて離職をする。特に介護

は本当に人手不足で、今はある意味では募集しても来ないという現状

がある中で、少しでも賃金を引き上げるための、ある意味では最低賃

金に張りついているというお話をしましたが、少しでもそこを引き上

げることで人員をきちっと確保できるようにしていかなければいけな

いのと同時に、介護報酬、診療報酬は国に対しては訴え、引上げを求

めていくものであります。 

 あと、地域格差の問題も当然あって、同じ医療機関も看護師免許を

持っていながら、地方で働いている看護師と都会の看護師の賃金格差

はいまだに求めて、それも最賃の影響ではないかと思っています。資

料でつけさせていただいたのは、従来も載せていたものではあるので

すが、今回は先ほど最低生計費の調査の問題が、今、埼労連としても

やって集計しているところですけれども、そことの絡みで、最低賃金

調査をやっている静岡県の先生が主に各県で手伝っていただいたりし

た、先生が作った表になります。県別の最賃に現状の賃金が張りつい

ているという、特にその中でこのように賃金格差が地域別であるわけ

ですけれども、特に医療福祉の労働者に限って決まって支給する現金

支給給与額ということで、厚労省の賃金基本調査のデータをそこに入

れ込んで先生が作ったものです。 

 それで、顕著な地域間格差があるのと同時に、ここは男性と女性で、

女性は全部ではありませんが、載っているのは、先ほどジェンダーの

問題がありましたけれども、女性の金額が明らかに低いというのがこ

こでも出ていますし、もちろんそれも最賃についている状態があると。

先ほども言いましたけれども、独り暮らしの最低生計費が大体月額で

二十四、五万ぐらいと言われていますが、それにも満たない残念な県

もあるということで、非常に低いという現状と、特に女性の賃金が低

いということ。医療介護は女性の比率も非常に高いこともあって、な

おさらそこのところが厳しい状態になっているということも一つ言え

るのではないかと思います。 
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 いずれにしましても、これからコロナだけではなくて感染症が増え

たときに、医療介護の人材がいなくなるということは非常に深刻な問

題ですし、厚労省の発表の中でも今現在でも２０万以上少ないと言わ

れているというデータも、今回の第８期の介護保険事業計画で厚労省

が示したものにも載っています。２５年だと３２万人、２０４０年に

なると６９万人が必要になって、増やさないと駄目だということも厚

労省自身が言っているわけですから、基本的な介護報酬を含めて引上

げを求めていきたいと思います。 

 時間もありますので、以上で終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 

土屋部会長    どうもありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から、何か御質問等がありましたらお願いい

たします。 

 

迫委員      御説明、御報告ありがとうございました。また、医療関係、介護関

係、福祉関係で働いている方には本当に頭の下がる思いでおります。 

 また、今、御説明があった中で最低賃金近傍で働いている方が多く、

生活も厳しいとのことですが、我々もそこについては目線を向けなが

ら今後の議論をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

 

土屋部会長    ほかに御意見、御質問はありますか。どうぞ。 

 

近藤委員     まず、御説明ありがとうございます。あと、最近またコロナも増え

てきておりますので、ぜひ御自身のお体にもご留意をお願いしたいと

思っております。 

 お聞きしたいのが、まず１点目は、先ほどコロナが終わって補助金

等の廃止というお話もありましたが、コロナ以前と今で比較して経営

的な厳しさというのが、どういったところが要因で何か変化があった

のか。コロナ中は確かに非常に特殊なケースだったと思うのですが、

コロナ前と比較して、今、何かそういった違いがあるのかというとこ

ろがもしあれば教えていただきたいのと、あとは特に介護に関しまし

て、隣県への人材流出について肌で感じられているかどうかというと

ころ、もしあれば教えていただければと思います。 

 

埼玉県医療介護労働組合連合会 ありがとうございます。コロナ前はある意味では感覚

的なところも含めて、データはないんですけれども、もともと規模で

すかね、その法人の規模によっても異なるとは思うのですが、介護事
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業に至っては必ずしも利用者、高齢者を含めてどんどん増えてきてい

る中で、需要が当然、多分待っていますから、小さい規模での介護事

業が、特に介護はそうなんですけれども、結構増えてきた現状があり

ました。ところが、コロナになって、医療機関はそんなに大きな変化

はないと思うんです。ただ、さっきも言いましたけれども、コロナに

よって病棟が閉鎖になってしまったりというのがあると、医療収入が

一挙に落ちてしまって、従来はコロナ禍の間は補助金という形で、特

にコロナを扱っている医療機関にはそれが出ていて、それで何とかト

ントンか、かろうじて黒にしているというのが圧倒的に多かったので

すが、一切それがなくなった段階では、もう自力というか、きちっと

ベッドを埋めて経営を成り立たせなければいけないという、当たり前

ですけれどもそういう状況です。 

 でも、コロナがなくなったわけではありませんので、ぱらぱら、数

字に出ていると、やはり感染力が強い病気ですから、特に介護の分野

は絶対そこは、発生した段階ではもう閉めるしかないという現状があ

って、そこのところで言うとコロナの影響がいまだに大きく影響して

いると考えていただいたほうがいいかと。逆に言うと、戻り切れてい

ないと思っていただければいいかと思います。 

 あと、介護の人の流出は私も現場にはいないのであれですけれども、

特に関東近県はただでさえ、求人はもうどこでも介護事業をやってい

るところは募集をかけているんですけれども、例えば１０人ぐらいが

必要であっても、１人来るか来ないかという。しかも辞めていく人と

いうのが、実はそれは理由が追及できないので分からないですけれど

も、やはり高いところに移っているのではないかというのが、特に若

い層の人たちはそこにかなり敏感で、今、求人情報の会社が幾らでも

情報を流していますから、それを見ればすぐ比較もできてしまうし、

こんなに近くだったら高いほうに行くというのはある意味で当然なの

で、本当にそういう点では、それでさらに私が個人的に思うのは、人

材派遣の会社が逆にもうかっている。その矛盾みたいなのもあって、

もっと公的に保証できればそういうこともなくなるし、ある意味では

もうちょっと人件費等も抑えられるのではないかと思うんですけれど

も、そういう点から言うと、特に若い層は絶対それはあるのではない

か、特に辞めてしまっていいところに行くというパターンかなと、感

覚的にはなります。 

 以上です。 

 

近藤委員     ありがとうございました。 

 

土屋部会長    ほかの委員の皆様から、ありましたら。 

 医療介護の分野ですと、やはり介護職員の方に最低賃金の影響を受
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ける方が多いという。 

 

埼玉県医療介護労働組合連合会 そうですね。比率から言うと圧倒的に多いと思います。

非正規が多いということも、それから非正規は直時給換算になります

ので、だからそこがあるのと、やはり最賃が上がることで給与全体も、

常勤の部分にも当然影響はしてくるので、そういう点では介護のほう

が大きいのはもう間違いないかなと。 

 

土屋部会長    単純に疑問ですけれども、介護報酬というのは公定価格ですよね。 

 

埼玉県医療介護労働組合連合会 そうなんです。 

 

土屋部会長    そうすると、最低賃金の近傍でその影響を受ける職員の方が結構多

いと、最低賃金が上がると人件費が上がる。でも、公定価格だから、

収入をそれに伴って料金を変えて上げることができないので、その人

件費分を価格に乗せられないわけですよね。そうすると、最低賃金は

最低賃金なので、絶対にこれはその水準未満で働かせられないとなる

と、人件費増をどうやって吸収するのか。介護報酬の改定ということ

でタイムラグはあるとしても、それは介護報酬の改定に、最低賃金が

上がればその分を含んで改定されるものなんですか。 

 

埼玉県医療介護労働組合連合会 そこが本当に、先生のおっしゃっている中身が一番厳

しいところで、だから我々、労働組合としては介護報酬の引上げを当

然求めるわけですけれども、処遇改善加算といってこの間も、一応、

厚労省は厚労省なりのやり方をしているので、全然追いついていない

という現状の中で、介護事業の側からすると最低賃金が上がっていっ

てしまいますから、やはり上を上げさせないようにするしかないんで

す。そうすると、例えば時給の上限みたいなのを、うちなんかの出身

のところはそうなんですけれども、上限時給みたいなのを決めて、そ

うすると長い間働いている人ほど上がらなくなってしまって、逆にモ

チベーションが下がってしまったり、それは逆の問題だと思うので、

だから、そこは根本的には介護報酬を上げてもらわないと、そこの部

分の収入しかありませんから。あと、一部の老人ホームとか有料老人

ホームみたいなのは自費でそれを取っていますから、それはまた別の

次元なので、本当に公的なものだけでやっていく場合はもうそれしか

ないです。 

 

土屋部会長    両方必要なんですね。賃金改善と、介護報酬の改定とですね。分か

りました。 

 ほかに皆さんから、何か御質問等はありますか。よろしいでしょう
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か。 

 それでは、どうも意見陳述ありがとうございました。 

 

埼玉県医療介護労働組合連合会 ありがとうございました。 

 

土屋部会長    それでは、本日の意見陳述はここまでとしまして、次回部会でも引

き続いて意見陳述を予定しているところであります。 

 続いて、公示に基づく意見以外の意見書等の提出がありましたら、

事務局から御報告をお願いします。 

 

賃金指導官    公示に基づく意見以外の意見書としての提出はありませんでしたが、

資料１０のとおり、「最低賃金を１,５００円以上に引き上げ、実効性

のある中小企業支援を求める要請書」、４万１,０２０筆の署名の提出

がありました。この署名は、この会場内に並べております。 

  

 

土屋部会長    それでは、議題３は以上としまして、ここで一旦休憩を入れたほう

がいいですか。 

 

福田部会長代理  どうしましょうか。少し休みますか。 

 

土屋部会長    休んだほうがいいという意見が出ました。切りがいいところで

１１時から再開ということで、１０分休憩といたします。 

 

（休  憩） 

 

土屋部会長    それでは、議事を再開いたします。 

 次は議題の４になりますが、埼玉県最低賃金の改正についてです。

本日は初回ですので、労使各側からそれぞれ基本的なお考えをお聞き

できればと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、労働者側からお願いいたします。 

 

迫委員      それでは、よろしくお願いいたします。労働者の令和６年の最低賃

金の審議に向けてのスタンス、考え方、そして金額等をお伝えさせて

いただきたいと思います。 

 まず今年に限らず、過去から審議会の中でも、我々としては、早期

に時給１,０００円以上を目指したいとお伝えしておりました。 

 

福田部会長代理  何か資料はございますか。 
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土屋部会長    事前配付はされていませんね。もし御用意できるのだったら次回に

でも、御用意いただいたほうがいいですか。 

 

福田部会長代理  そうですね、ぜひ。次回で結構なので、資料があれば御用意いただ

きたいと思います。 

 

迫委員      検討させていただきます。 

 

土屋部会長    迫委員、続きをどうぞ。 

 

迫委員      今年に限らず過去から、審議会の中でも早期に時給１,０００円以

上を目指したいとお伝えしておりました。その上で連合のリビングウ

ェイジに到達する必要性があるとお伝えしてきましたが、時給

１,０００円以上といったところについては、昨年の地域別最低賃金の

引上げにより達成いたしましたので、今後は連合リビングウェイジを

目指した議論をしていきたいと思っております。 

 ここで２０２３年に簡易改定を行いました連合リビングウェイジの、

埼玉県の最低限の文化的な生活を行うために必要な時給額は、

１,１４０円と設定しております。時点での埼玉県の最低賃金では

１,０２８円、その差が１１２円あります。この金額を目指すというこ

とを前提としまして、本年度の金額審議に臨んでいきたいと考えてお

ります。 

 今年の状況でいきますと、物価上昇が昨年に引き続き継続している

ことに加えまして、２０２４年の春季生活闘争の中では、連合集計で

いきますと、２０１３年以来、最も高い引上げ額となっております。

その具体的な数字につきましては、先ほどの資料に詳細を書いてあり

ますので、お読み取りいただければと思います。 

 皆さんも御承知かとは思いますが、地域別最低賃金は、セーフティ

ーネットの位置づけであります。物価上昇分プラス生活改善分として

の引上げは必要だと考えております。 

 具体的な引上げ額の考え方ですが、こちらの３ページ目の上のとこ

ろに、一般組合員の平均賃金方式で算出しました定期昇給見込みの賃

金引上げ率が５.１０％となっております。そして、我々が重要視して

いる最低賃金近傍で働く人のところ、大多数がパート、アルバイトの

方々と捉えております。 

 連合の春闘の集計でいきますと、今度は４ページ目になります。４ペ

ージ目に③の有期・短時間・契約等労働者の賃上げとありますが、こ

ちらの受給額で加重平均の賃上げ額を見ますと、６２.７円という引上

げが実現されました。これを率に換算しますと、資料の表紙に戻って

いただきまして、上から３つ目の丸に５.７４％の引上げとなっており
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ます。こうした賃金の引上げの流れを最低賃金にも波及させる必要が

あると考えております。 

 そして物価上昇につきましても、今年も続いておりますが、実質賃

金も、先ほどの本審の資料にあった、０６番のフォルダの最後に埼玉

県の物価上昇があると思いますが、直近でいくと、６月が３.１％、昨

年の１０月以降でいくと、１０月に最も高く３.８％となっておりまし

て、最低賃金近傍で働いている労働者の皆さんの生活については、非

常に厳しい状況にあると捉えております。 

 そして、ランク間の格差是正についてですが、同一ランク内でも格

差はあり、皆さんも御承知だと思います。同一ランク内での格差是正

は、各地方の審議会に委ねられていると思っております。こうしたこ

とからも、隣の東京との格差についても、今後も議論に入れて話をし

ていきたいと考えております。 

 こうした考え方を基に具体的な賃金引上げは、中賃が出しました目

安５０円を尊重し、生計費の観点を重視した物価上昇分、東京との格

差是正分、また、連合の最終結果にありました有期・短時間・契約等

の労働者の時給の加重平均の引上げ率を用いまして、５.７％分を埼玉

県の最低賃金に換算し、５９円の引上げが必要と考えております。 

 また、加えまして発効のところですが、こちらが遅れると、最低賃

金近傍で働く労働者の生活に影響が大きいといったところから、セー

フティーネットの観点を踏まえまして、１０月１日の発効にもこだわ

りを持って審議していきたいと考えております。 

 企業を取り巻く環境は決して安心、安泰な状況ではないと思います

が、最低賃金で働く労働者の生活の維持・向上により、県内経済を活

性化させて、人材確保、生産性向上等にもつなげるためにも、公益、

使用者側委員の皆様には、ぜひ御理解いただきたいと考えております。 

 労働者側の考え方としましては以上になります。 

 

土屋部会長    ありがとうございました。迫委員から代表してお話しいただきまし

たが、ほかの労働側委員から補足があればお願いしたいのですが、補

足はよろしいですか。 

 本格的な議論は次回以降となりますが、今の労側の基本的なお考え

について、この場で確認したいことがありましたら、お願いします。 

 

福田部会長代理  ごめんなさい、さっき５.７％とおっしゃったのはどこに数字が出

ているんですか。 

 

迫委員      参考資料１の１ページ目、枠の中に概要とあります。その３つ目の

丸のところです。 

 



 

 18 

福田部会長代理  ５.７４という数字ですね。ありがとうございました。 

 

土屋部会長    ほかに確認されたい方、いらっしゃいますか。 

 それでは、続いて使用者側から、廣澤委員、お願いいたします。 

 

廣澤委員     考え方ということですから、特に資料はありません。 

 使側としましては、最低賃金の引上げが必要だと考えています。し

かしながら、まず、政府が掲げている平均時給１,５００円という目標

について申し上げますと、なぜ１,５００円かという説明が十分尽くさ

れていないと。併せて、根拠がきちんと示されていないと考えていま

す。 

 そうした中、賃上げへの社会的な期待感の高まりを踏まえて、最賃

の審議が引上げ方向に大きく引っ張られ、データに基づく冷静な審議

が損なわれるのではないか懸念をしております。使側としましては、

今までも賃金改定状況調査第４表の賃金上昇率を重視するという方針

を打ち出してきましたが、これについて変更はございません。しかし

ながら、以前から問題点として指摘しているように、同表Ａ欄の埼玉

県のみのデータがないということは、データに基づく審議をできづら

い状況にしています。 

 また、先ほど事務局から発表いただきましたが、政策効果の検証に

ついて、埼玉県のデータのみを切り出すことができないことは、同様

の状況をもたらしていると考えています。 

 改めて申し上げますと、各社の経営判断による賃上げと、セーフテ

ィーネットとして全ての企業に例外なく罰則つきで適用される最低賃

金の引上げは、意味が違うと捉えています。さらには、賃上げには業

績改善が見られない企業において、防衛的な賃上げが相当数存在して

いるというのも事実です。その背景には、価格転嫁がいまだ道半ばに

あるということが大きく影響しているわけです。 

 以上申し上げた点を踏まえて、今年度の金額審議に臨んでまいりた

いと思っています。 

 以上です。 

 

土屋部会長    廣澤委員に代表してお話しいただきましたが、ほかの使用者側委員

から補足することがありましたらお願いします。 

 どうぞ。 

 

藤本委員     同じですけれども、昨年から中央の目安５０円が提示されて、それ

も労使合意することなく、公益の主導で発表されて、もう議論がそこ

からスタートになってしまうという点が非常に懸念を覚えております。

ここにいる代表の方々は中堅以上の規模の企業にお勤めの方が多いか
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と思うんですけれども、やはり小規模の企業さんのところで最低賃金

を引き上げるというのは、非常に苦しくなっている局面にあるのでは

ないかと感じております。 

 賃上げは各企業の企業努力で率先してやればいいと私も思っており

ます。廣澤委員と全く同じでございます。ただ、セーフティーネット

としての最低賃金をあまり急激に上げてしまうと、本当に小規模企業

の倒産を招くのではないかという懸念を感じております。実際に埼玉

県の、今日配られている資料を見ても、決して景況感はよくなってお

りませんよね。賃上げ率と物価上昇率、この辺をよく比較されますけ

れども、例えば埼玉県の企業収益率の向上、この辺と比較していただ

いて見ていただくことも大事なのではないかと考えます。 

 今日のところは以上でございます。 

 

土屋部会長    ほかに補足で意見のある使用者側の方、いらっしゃいますか。今の

段階ではよろしいですか。 

 それでは、使用者側から基本的な考えということでお話がありまし

たけれども、この場で確認したいことがありましたら。 

 よろしいですか。 

 それでは、本日はこれまでとしまして、具体的な、本格的なといい

ますか、金額審議については次回以降に行っていくということにした

いと思います。 

 最後ですが、その他に移ります。委員の皆様から何かございました

らお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 事務局からは何かありますか。 

 

賃金室長     ございません。 

 

土屋部会長    それでは、本日の議事録の確認についてですが、公益委員は私が、

労働者側は迫委員、使用者側は廣澤委員にお願いいたします。 

 次回、第２回埼玉県最低賃金専門部会は、７月２９日の午前９時

３０分から開催されます第３回埼玉地方最低賃金審議会の終了後から

開催し、公労使３者で行う審議は公開といたします。 

 これで本日の部会は閉会といたします。どうも本日はありがとうご

ざいました。 

 

―― 了 ―― 


